
中⼩企業を取り巻く経営環境と
中⼩企業・⼩規模事業者⽀援施策

令和５年２⽉２０⽇
四国経済産業局 中⼩企業課

2/20 ⻄条市中⼩企業経営環境調査報告会



全国に先駆けた少⼦・⾼齢化の進⾏
全国に⽐較し、⼈⼝減少は約20年、⾼齢化は約10年速いペースで推移。

⽇本の地域別将来推計⼈⼝（平成 30（2018）年推計）、（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所）の
データを基に四国経済産業局においてグラフ化
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2030年⼈⼝増減
 95市町村のうち、2030年に⼈⼝増加が⾒込まれるのは3⾃治体

（徳島県北島町、徳島県藍住町、⾹川県宇多津町）のみ。

総務省「国勢調査」国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 「⽇本の地域別将来推計⼈⼝」より

四国最⼤の課題
⼈⼝減少と⾼齢化



2（中⼩企業庁・第１回「伴⾛⽀援の在り⽅検討会」（2021年10⽉） 関東経済産業局作成資料から抜粋）
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中⼩企業・⼩規模事業者の成⻑意欲に応じた政策⽀援の考え⽅
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 中⼩企業・⼩規模事業者の規模・業種などの特徴は様々であり、既に⾼い成⻑意欲を持ち、世界のマー
ケットで戦う中⼩企業もあれば、地域でコミュニティを⽀える⼩規模事業者も存在。

 こうした中、多くの企業が「成⻑のポテンシャルや意欲を持っているが、まだ⼀歩踏み出せていない、潜在的
な成⻑志向企業」であると考えられる。成⻑と分配の好循環の実現に向けて、⼀者でも多くを「成⻑志向の
中⼩企業・⼩規模事業者＊」にする政策⽀援が求められる。

*規模の⼤⼩にかかわらず、⽣産性向上や売上拡⼤を⽬指し、賃上げや次の挑戦に投資する意欲を持ったあらゆる
中⼩企業・⼩規模事業者

 持続的経営志向で地域を⽀える中⼩企業・⼩規模事業者に対しては、その経済的・社会的機能を再評価
し、維持発展させるための⽀援に取り組んでいく。

中⼩企業の成⻑意欲（イメージ） 成⻑意欲に応じた政策⽀援の考え⽅

成⻑に向け実⾏段階の企業

持続的経営志向企業

潜在的な成⻑志向企業

意欲・能⼒を⼀層発揮するための⽀援

変⾰・挑戦へ向かう意欲を削いできた
構造的背景にアプローチする⽀援

経済的・社会的機能を再評価し、
維持発展させるための⽀援



挑戦意欲の⾼い中⼩企業の創出・転換点にある中⼩企業の⽀援
（例︓承継を機とした成⻑志向企業への変⾰を後押し、M&A・グループ化の円滑化、創業⽀援）
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成⻑に向けた
意欲・危機感を持ちづらい

属性・事業環境

挑戦を⽀える事業・⾦融慣⾏へ
（例︓段階的な直接⾦融の活⽤、経営者保証の解除、取引適正化）リスクを

取りづらい
事業環境

リターンが⼩さいと
認識させる事業環境

リスクの⼤きさ
（我が国特有の事業・
⾦融慣⾏の重なり）

リソース・ノウハウ
の不⾜

挑戦を⽀える組織能⼒の充実
（例︓変⾰を⽀える⼈材の確保・リスキリング、DXの浸透）

挑戦が報われる成⻑分野への進出
（例︓産業構造全体の転換を促す事業再構築、海外展開⽀援）

中⼩企業・⼩規模事業者の成⻑志向＊を促す政策⽀援の⽅向性
 変⾰・挑戦を阻んできた構造的要因に対処するため、潜在的な成⻑志向企業や成⻑に向け挑戦・変⾰に

取り組んでいる企業を対象に、成⻑・挑戦を後押しする以下の政策を展開していく。

*成⻑志向の中⼩企業・⼩規模事業者︓ 規模の⼤⼩にかかわらず、⽣産性向上や売上拡⼤を⽬指し、賃上げや
次の挑戦に投資する意欲を持ったあらゆる中⼩企業・⼩規模事業者



 経営者⾃らが⾃⼰変⾰を進めるためには、⽀援機関との対話を通じて、経営課題を設定すること
が重要。
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経営者の⾏動と伴⾛⽀援図1

課題設定

実 ⾏

検 証 課題解決策の検討

・資⾦繰り
・設備投資
・販路開拓
・事業再⽣
・事業承継 等

※ ⼊⼝と出⼝は⾏ったり来たり

［⼊⼝］

［出⼝］

[経営者の⾏動]

従来から伴⾛⽀援の⼒点が
置かれてきたこと

不確実性の時代にあって経営
⼒を強化するため注⼒すべき
こと

（補助⾦、融資等）

資料︓伴⾛⽀援のあり⽅検討会（中⼩企業庁主催）「中⼩企業伴⾛⽀援モデルの再構築について」（2022年３⽉）

経営⼒再構築伴⾛⽀援



 第三者である⽀援者・⽀援機関が、経営者等との信頼関係を築き、対話を重視した伴⾛⽀援
を⾏うことが有効。

7資料︓関東経済産業局 「地域中核企業を対象とした官⺠合同チームによる伴⾛型⽀援の取組」（2021年８⽉）

図2

経営⼒再構築伴⾛⽀援

⾃⼰変⾰への「５つの障壁」



令和４年度後半の動き
・中⼩企業活性化パッケージＮＥＸＴ

・物価⾼克服・経済再⽣実現のための
総合経済対策

・令和４年度第２次補正予算
・令和５年度当初予算案（閣議決定）

・経営⼒再構築伴⾛⽀援シンポジウム
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中⼩企業活性化パッケージNEXT
〜経済環境の変化を踏まえた資⾦繰り⽀援の拡充と収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジの更なる加速〜

コロナ資⾦繰り⽀援等の継続・拡充
①セーフティネット保証４号（別枠（上限2.8億円）、

100％保証）の期限延⻑【9⽉末→12⽉末まで】

②セーフティネット貸付（物価⾼騰対策）の⾦利引下げ
（▲0.4%）期限延⻑【9⽉末→12⽉末まで】

※貸付期間5年 中⼩事業︓0.66%、国⺠事業︓1.41%

③借換保証など、中⼩企業の返済負担軽減策の検討

④事業者の資⾦繰り⽀援等のための⾦融機関等への要請

ポストコロナに向けた段階的移⾏
①伴⾛⽀援型特別保証の拡充
➝⾦融機関による伴⾛⽀援を条件に、保証料を引き下げる（0.85%→0.2%等）

特別保証（100％保証等、年度末まで）について、前向き投資を促すために保証
限度額を引き上げ【6,000万円→１億円】

※前向き投資には事業再構築補助⾦や⽣産性⾰命推進事業等が活⽤可能(参考参照)

②⽇本公庫等のスーパー低利・無担保融資の継続【来年3⽉末まで】・
拡充＋無利⼦・危機対応融資（商⼯中⾦・政投銀）の終了（9⽉末申
込分まで）

➝低利融資の対象となる貸付限度額を引き上げ【3億円→4億円（中⼩事業）】
➝スーパー低利・無担保融資（コロナ特貸）の期限を延⻑【9⽉末→年度末まで】

※貸付期間5年 中⼩事業︓0.16%、国⺠事業︓0.31%

2022年９⽉８⽇
経済産業省、⾦融庁、財務省

Ⅰ．経済環境の変化を踏まえた資⾦繰り⽀援の拡充

 増⼤する債務に苦しむ中⼩企業の収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジを促す総合的な⽀援策等を展開するため、本年３⽉、「中
⼩企業活性化パッケージ」（資⾦繰り⽀援、収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジ⽀援）を公表。

 その後、｢原油価格・物価⾼騰等総合緊急対策（本年4⽉26⽇）｣により、⽇本公庫等の実質無利⼦・無担保融資等の期限を
本年９⽉まで延⻑。

 事業再構築などの前向きな取組に対する資⾦需要に応えるとともに、コロナ貸付の申請件数等を踏まえ、ポストコロナへの段階
的移⾏を図りつつ（伴⾛⽀援型特別保証の上限引上げ、スーパー低利・無担保融資の継続・貸付上限の引上げ、無利
⼦・危機対応融資の終了等）、コロナ融資の返済負担軽減策の検討などコロナ資⾦繰り⽀援の継続・拡充を図る。

 また、物価⾼騰対策として、価格転嫁の促進と併せて、セーフティネット貸付の⾦利引下げ措置の期限を延⻑する。
 更に、中⼩企業活性化協議会等による収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジの総合的⽀援を更に加速させるための措置を講じる。
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Ⅱ．中⼩企業の収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジの総合的⽀援

収益⼒改善フェーズ
①認定⽀援機関による伴⾛⽀援の強化

②中⼩企業活性化協議会による収益⼒改
善⽀援の強化

事業再⽣フェーズ
①中⼩機構が最⼤8割出資する再⽣ファンドの拡充

②事業再構築補助⾦に「回復・再⽣応援枠」を創設

③中⼩企業の事業再⽣等のガイドラインの策定
（経営者退任原則、債務超過解消年数要件等を緩和）

再チャレンジフェーズ
①経営者の個⼈破産回避のル－ル明確化

②再チャレンジに向けた⽀援の強化

〇収益⼒改善⽀援実務指針の策定
➝ ⽀援機関向けに、収益⼒改善⽀援の実務指

針を策定。経営改善計画策定⽀援事業と連
携し、実効性を確保。

①再⽣ファンドの組成を促す優先分配スキーム
の創設

➝ 中⼩機構が出資する再⽣ファンドについて、⺠間出資者に優
先分配する仕組みの創設。

②再⽣系サービサーを活⽤した⽀援スキームの創設
➝ 中⼩企業活性化協議会との連携による、再⽣系サービ

サーを活⽤した⽀援スキームの創設。

③⾦融機関との連携によるREVIC等のファンド
の活⽤促進

〇経営者の個⼈破産回避に向けた取
組の促進

➝ 再チャレンジのネックとなる個⼈保証について、
個⼈保証に依存しない融資慣⾏の確⽴に向
けた施策を本年中にとりまとめ。

➝ 融資先の廃業時等に「経営者保証に関する
ガイドライン」 に基づく保証債務整理を⾏った
割合を把握するなど、⾦融機関に対して、より
きめ細かいフォローアップを⾏う。

中⼩企業活性化協議会の機能強化
➝ 飲⾷業・宿泊業⽀援専⾨窓⼝の設置
➝ 信⽤保証協会・中⼩企業活性化協議会・地⽅経済産業局の間で連携協定を締結。⺠間無利⼦融資先を中⼼に、収益⼒改善等を連携して⽀援。
➝ 中⼩企業活性化協議会（416⼈体制で稼働中）について、サテライトでの相談対応（17協議会）を⾏うことで体制を強化。
➝ 地域⾦融機関職員を再⽣⽀援のノウハウ習得のため中⼩企業活性化協議会に派遣するトレーニー制度の拡充。

更に加速するための追加措置

収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジを⼀元的に⽀援する体制の構築
➝ 全国47都道府県にある中⼩企業再⽣⽀援協議会を関連機関と統合し、収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジを⼀元的に⽀援する「中⼩企業活性化協議会」を設置。
➝ 中⼩企業活性化協議会がハブとなって⾦融機関、⺠間専⾨家、各種⽀援機関とも連携し、苦しむ中⼩企業の収益⼒改善・事業再⽣・再チャレンジを地域全体で推進。
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⾦融庁 『業種別⽀援の着眼点』（試⾏版） 公開
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令和4年度補正予算(中⼩企業・⼩規模事業者等関連) 【1兆1,190億円】

1. 資⾦繰り⽀援【2,981億円】 ※財務省計上分212億円を含む

2. 価格転嫁対策の更なる強化【4.8億円】

○中⼩企業の取引環境を改善するため、価格交渉促進⽉間等を通じ中⼩企業の価格交渉と転嫁が定期的に⾏われ
る取引慣⾏の定着を図るとともに、インボイス制度導⼊等にかかる取引実態等を把握。

○さらに、下請Gメンの体制を強化し、300名体制へ。

※上記に加えて、⽇本政策⾦融公庫等による資⾦繰り⽀援(セーフティネット貸付の⾦利引下げ、スーパー低利融
資、資本性劣後ローンの供給)の継続（2023年3⽉末まで）、認定経営⾰新等⽀援機関による計画策定を条
件とした保証制度や資本性劣後化(保証付DDS)、中⼩機構の出資機能の強化を措置。

【新たな借換保証制度の創設】
○⺠間ゼロゼロ融資(実質無利⼦・無担保融資)からの借換需要に加え、他の保証付融資からの借換や新たな資⾦

需要にも対応するため、100%保証は100%保証で借換えすることができる保証制度を創設。⾦融機関による継
続的な伴⾛⽀援による経営改善に取り組む事業者(⼀定の売上減少要件等を満たす場合)の保証料の⼀部を補助
(保証上限1億円、保証料0.2％等) 。

【経営者保証を徴求しない創業時の信⽤保証制度の創設】
○創業時に課題となる経営者保証を不要とする信⽤保証制度を創設(保証上限3,500万円)。事業者が債務不履

⾏となった場合に発⽣する信⽤保証協会の損失の⼀部等を補填。
→具体的な制度設計は、年内メドにとりまとめ予定
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（令和５年１⽉１０⽇〜）

【制度概要（愛媛県緊急経済対策特別⽀援資⾦（伴⾛⽀援枠））】
□融資限度額︓1億円
□融資期間︓１０年以内（据置５年以内）
□融資利率︓年１．５％以内（固定）

ただし、いわゆるゼロゼロ融資の借換のみで利⽤の場合は、年１．０％以内（固定）
□保証料率︓セーフティネット4号、5号認定事業者 年0.0％、

それ以外の事業者で売上げ５％以上減少の者 年0.0〜0.95%
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3. 事業再構築補助⾦【5,800億円】

類型 最低賃⾦枠 物価⾼騰対策・
回復再⽣応援枠

産業構造
転換枠 成⻑枠

グリーン成⻑枠 サプライチェーン
強靱化枠エントリー スタンダード

補助
上限

最⼤
1,500万円

最⼤
3,000万円

最⼤
7,000万円

最⼤
7,000万円

8,000万円
(中堅1億円)

1億円
(中堅1.5億円) 5億円

補助率 3/4 3/4 (⼀部2/3) 2/3 1/2（⼤規模賃上げ達成で2/3へ引上げ） 1/2

【成⻑分野への転換の⽀援】
○市場規模が10%以上拡⼤する業種・業態への転換を⽀援する「成⻑枠」を新設。また、「グリーン成⻑枠」について、研究開発等

の要件を２→１年に短縮等した「エントリークラス」を新設し、裾野拡⼤。
○事業終了後3~5年で中⼩・中堅企業から中堅・⼤企業へ卒業した場合に上限が2倍となる「卒業促進枠」も新たに⽤意。

○成⻑分野への転換を図る事業者(成⻑枠)に対しては、グリーン成⻑枠と同様に売上減少要件を撤廃。また、⼤胆な賃上げに取り
組む事業者には、更なるインセンティブ(補助率・補助上限の引上げ)を措置。

○市場規模が縮⼩する業種・業態からの転換や、円安を活かした国内回帰を図る事業者を対象とする⽀援枠を新設。業況が厳し
い事業者については、引き続き⾼い補助率で⽀援。

【賃上げに対する⽀援】
○グリーン成⻑枠・成⻑枠において、補助事業期間内に事業場内最低賃⾦を年45円以上引上げた場合等に補助率を

1/2→2/3に引上げ。また事業終了後3~5年で同⽔準等を達成すれば上限3,000万円増。
【産業構造転換等の促進】
○市場規模が10%以上縮⼩する業種・業態からの転換を⽀援する「産業構造転換枠」を新設し、廃業費がある場合、上限を

2,000万円上乗せ。海外から国内への回帰等を促進する「サプライチェーン強靱化枠」(上限5億円、補助率1/2)も新設。

○⼤規模賃⾦引上︓上限3,000万円上乗せ
○中⼩企業等からの卒業︓上限を２倍に引上げ

【業況が厳しい事業者への⽀援】
○新型コロナや物価⾼等により業況が厳しい事業者や、最低賃⾦引上げの影響を⼤きく受ける事業者を引き続き⼿厚く⽀援(補助

率:2/3〜3/4、売上▲10%減少等が要件)。

賃上げ等へのインセンティブ

成⻑分野へ(売上減少要件撤廃)

業況が厳しい事業者向け

令和4年度補正予算(中⼩企業・⼩規模事業者等関連) 【1兆1,190億円】
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令和4年度補正予算(中⼩企業・⼩規模事業者等関連) 【1兆1,190億円】

○中⼩企業・⼩規模事業者の設備投資、販路開拓、ＩＴ導⼊、事業承継等を⽀援。グリーン分野への投資加速化、⼤胆な賃上げ、インボイス、への対
応を⽀援すべく、補助率や上限額を引上げ。

○中⼩企業・⼩規模事業者の⽣産性向上のための取組を切れ⽬なく⽀援するため、交付⾦事業(令和5年度まで)に加えて、国庫債務負担⾏為(令和6
年度まで)により⻑期的な予算措置を担保。

○「経営⾰新事業」では、事業終了時に事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦＋30円以上等であれば、補助上限額を600万円→800万円へと引上げ
(補助率は1/2~2/3)。

○(現経営者のみならず)後継者による取組も補助対象とし、事業承継の早期化・円滑化を推進。

4. ⽣産性⾰命推進事業【2,000億円】※国庫債務負担含め総額4,000億円

○インボイス対応に必要なITツール導⼊促進のため、 クラウド利⽤料(2年分)やハード（PC等）購⼊の補助対象化、補助率引上(1/2→2/3~3/4)
を継続(デジタル化基盤導⼊枠)。

○また、安価なツール導⼊も⽀援するため、補助下限額（５万円）を撤廃。

○「グリーン枠」を拡充し、温室効果ガス排出削減の取組度合いに応じて、3段階の補助上限を設定することで、幅広い省エネニーズを取込み。
○「グローバル市場開拓枠」を新設し、海外展開に係るブランディング・プロモーション等の経費を補助対象へ追加(ジャパンブランド事業を統合)。
○事業終了後3~5年に事業場内最低賃⾦を年45円以上引上げ等で上限を最⼤1,000万円引上げ。

○インボイス枠を拡充し、課税事業者に転換する事業者の補助上限を50万円上乗せ。
(通常、上限は50~200万円、補助率2/3(⼀部3/4) 。⾚字事業者の補助率引上げ(3/4)は継続。)

ものづくり補助⾦ (⾰新的製品・サービスの開発や、⽣産プロセス等の改善に必要な設備投資等を⽀援)

⼩規模事業者持続化補助⾦ (⼩規模事業者による経営計画策定及び販路開拓等を⽀援)

ＩＴ導⼊補助⾦ (中⼩企業の業務効率化やＤＸを推進するため、ITツール等の導⼊費⽤を⽀援)

事業承継・引継ぎ補助⾦ (事業承継・引継ぎにかかる設備投資や販路開拓、専⾨家活⽤、廃業費等を⽀援)

類型 通常枠 デジタル枠
グリーン枠 グローバル市場

開拓枠
回復型賃上げ・雇⽤拡⼤枠

(⾚字事業者向け)エントリー スタンダード アドバンス

補助上限
最⼤

1,250万円
最⼤

2,000万円
最⼤

4,000万円 3,000万円 最⼤
1,250万円

⼤幅賃上げを達成すれば、補助上限を引上げ(最⼤1,000万円)
補助率 1/2 2/3 1/2 2/3

インボイス対応
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令和4年度補正予算(中⼩企業・⼩規模事業者等関連) 【1兆1,190億円】

＜相談体制の強化＞

○計画策定⽀援、事業承継のマッチング・診断のた
め、各都道府県にある中⼩企業活性化協議会及
び事業承継・引継ぎセンターの体制を拡充。

＜インボイス・物価⾼対応＞
・事業環境変化対応型⽀援事業【113億円】
○商⼯会・商⼯会議所等の相談対応の強化や指

導員向け講習、よろず⽀援拠点コーディネーター
増員等による体制強化。地域企業のDX促進。

○省エネ対策は、「省エネ補助⾦(国庫債務負担⾏
為含め総額1,625億円)」「中⼩企業等に向けた
省エネルギー診断強化事業(20億円)」とも連携。

＜インバウンド＞
・⾯的地域価値の向上・消費創出事業【10億円】
○成⻑意欲のある商店街等による、⾃らの魅⼒・地域

資源等を活かした滞留・交流空間の整備や、消費
を創出するための事業等を⽀援。

6. 災害からの復旧・復興【209億円】
○被災地域の速やかな復旧及び復興を⽀援するため、令和2年7⽉豪⾬に対するなりわい補助⾦、令和3年及び令和

4年福島県沖地震に対するグループ補助⾦を引き続き措置。

＜輸出促進＞
・中⼩企業国際化総合⽀援事業【5.4億円】
○海外展開を⽬指す中⼩企業等１万者⽀援に向け

て、中⼩機構が戦略⽴案・具体化等を伴⾛型ハン
ズオンで⽀援。

○販路開拓等を⽀援するJETRO事業(海外市場開
拓・有志国サプライチェーン構築等促進事業190億
円の内数)とも連携。

5. 円安環境への対応、相談体制強化【196億円】

＜再⽣・事業承継＞
・中⼩企業活性化・事業承継⽀援事業【67億円】

＜円安環境への対応＞

インボイス対応
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Ｒ５当初 中⼩企業・⼩規模事業者関係予算案（経済産業省関係）
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（参考1）経営⼒再構築伴⾛⽀援シンポジウム
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経営戦略策定、⽀援施策・事例の検索
https://mirasapo-plus.go.jp/ミラサポplus

J-Net21
https://j-net21.smrj.go.jp/

（参考2）
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本⽇の資料にかかるお問い合わせ窓⼝
四国経済産業局中⼩企業課 ０８７－８１１－８５２９（直通）

※お問い合わせ内容に応じて、他の担当課に転送させていただく場合があり
ますこと予めご承知おきください。




